
地域包括ケアシステムの構築について 

 

愛知県健康福祉部医療福祉計画課                  



 

発表内容 

 

１.地域包括ケアの背景～高齢化の急速な進行 

２.地域包括ケアとは 

３.愛知県の地域包括ケアの取組 

４.モデル事業の実施 
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１．地域包括ケアの背景 

    ～高齢化の急速な進行 
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人口減少・少子高齢化が進行 
特に75歳以上人口が急増 
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   単身高齢者等の増加 （愛知県の状況） 

    単身高齢者及び高齢の夫婦のみの世帯が急増 
 

 ＜世帯構成の将来推計（世帯主65歳以上）＞    単位：千世帯 

区分 単独 夫婦のみ 

愛知県 
平成22年 231 286 

平成37年 346 345 

全国 
平成22年 4,980 5,403 

平成37年 7,007 6,453 
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医療費の推移 
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資料：社会保障審議会介護保険部会資料 
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２．地域包括ケアとは 
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11 （資料：2012年７月１１日厚生労働省 在宅医療連携拠点事業説明会より） 



３．愛知県の地域包括ケアの取組 
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地域包括ケアシステム構築に向けてのスケジュール 

 
24年度 25年度 26年度 27･28年度 29年度 30～32年度 

 

  

  37年度 

団塊世代65歳に到達   70歳に到達   

団塊の世代が
75歳に到達 

第５期高齢者健康福祉計画 第６期 第７期 

第７次 第８次地域保健医療計画 第９次 

懇談会 

設置 

  

調査・研究を行い

課題整理 

  

 

 

 

 

地域包括ケア構築に向け

た提言 モデル事業の実施 県内全市町村へ普及     
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検討組織 

「あいちの地域包括ケアを考える懇談会」 
 ○ 平成24年6月設置。 
 ○ 医療・介護等関係団体等を構成員とし、愛知県の地域包括ケ 
  アのあり方を検討。 
 ○ 平成26年1月に、「地域包括ケアシステム構築に向けた提言」 
      を県へ提出。 

「愛知県地域包括ケア顧問会議」 
 ○ 懇談会の座長と顧問4名により、大所高所から意見交換を行う。 

「愛知県地域包括ケア推進研究会」 
 ○ 平成24年7月設置。 
 ○ 懇談会の下部組織として、地域包括ケアの課題と方策等、具体 

  的な検討を行う。  
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「地域包括ケアシステム構築に向けた提言」（平成２６年１月） 

 

（提言の目的）  

  地域包括ケアシステムを構築するには、市町村を始め関係者が認識を共有し、一体
となって取り組んでいく必要があり、その取組が着実に推進されるよう、地域包括ケ
アシステムのあるべき姿、構築の進め方等について明らかにする。 

 

（地域包括ケアシステム構築に当たっての基本的な考え方） 

 １  各地域の実情に合った形で構築する 
 本県の各地域の状況は、都市部から山間地まで千差万別であり、社会資源や産業な
ども大きく異なっている。地域包括ケアシステムは、地域の実情に応じて構築すべき
ものであり、各地域では、十分に話し合い、自分たちの地域の実情に合った形をつ
くり上げていくことが重要である。 

  

 ２  自助、互助を含め、地域全体で支え合う 
 今後の急速な高齢化の進行を考えると、高齢者に必要なニーズをすべて公的な支援
や保険制度で賄うことは困難であり、自助、互助を含め地域全体で支え合っていくこ
とが必要である。 

  

 ３  住民に情報提供し、システム等について啓発する 
 地域包括ケアシステムについて住民が十分理解した上で、自らが医療や介護等が必
要になったときの生活のあり方や、最期の迎え方等について考えておくことが望まれる。
そのために、システムを構築する段階から住民に情報提供し、住民の参加を得て構
築していくことが求められる。 15 



目指すべき姿 
 

 

 

保
健
所 
 

システム構築後 

病院

在宅高齢者

問題点②

病状が重症化してから
受診（救急搬送）され、
そのまま入院

問題点③

在宅医療が普及していないため、退院で
きず、転院や施設入所することもある。

現状

介護・予防・生活支
援サービスの提供

介護等
診療所

医療地域包括支援
センター

特養・老健

転院

問題点①

医療と介護等がバラバラに提供され、
効率的な在宅医療サービス等がなさ
れていない。

（注）朱色矢印は病状増悪
時の患者の流れ
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関係者の役割 

 

 

17 

区分 主な役割 

本人 自ら健康づくりに励み、見守りなどの互助の支え手となる。 

介護者 自らの心身の健康に気を付け、介護者同士相互に支え合う。 

地域住民 ＮＰＯ、社会福祉協議会など、すべての住民が相互に支え合う。 

自治体 市町村は、地域包括ケアシステム構築の中心的な役割を担う。 

事業者等 医療・介護関係者は、連携しながら適切なサービスを提供する。 
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４ 地域包括ケアシステム構築のプロセス 
 

資料：厚生労働省 



地域包括ケアシステムの対象区域 

 中学校区や日常生活圏域を基本としつつ
システム構築に速やかに着手するため、地
域包括支援センターの所管区域など柔軟に
区域を捉える。 
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主な課題 

１ システムのマネジメント 

   システムのマネジメントは、市町村、地域包括支援センター、  

   地区医師会が協力して行うこととし、それぞれの役割は地域に 

  おいて定める。いずれにしても、市町村は、システム構築にお 

   いて中心的な役割を担う。 

 

２ ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 

   ・ 関係者の連携を図り、対象者に適切なサービスを提供するため 

      には、関係者間の情報の共有が必要であり、その手段として 

      ＩＣＴの利活用が期待される。 

   ・  県内では、「電子＠連絡帳システム」を使用した情報共有の 

      取組が広がりを見せている。 
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３ 必要な人材の確保 

   市町村及び地域包括支援センターにおいて、専門知識を有する 

 職員を育成するため、あいち介護予防支援センターによる研修や、 

 適切な人事ローテーション等に配慮する必要がある。 

      サービスの提供に関わる介護・看護人材の確保策を実施すると  

    ともに、地域の元気な高齢者に生活支援の担い手として活躍して 

    もらうことが必要である。 
 

４ 生活支援 

    ボランティア、住民組織、民間事業者等、生活支援サービスの  

  担い手を支援する体制の充実・強化や、地域での見守り活動を推 

  進する必要がある。 
 

５ 住まい・住まい方 
    在宅生活継続の土台となる住まいについて、自らによる介護環 

  境整備が重要であるとともに、低所得の要介護者向けの住まいを 

  確保する必要がある。 
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まとめ 
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区分 主な取り組むべきこと

市町村

・　 システム構築において中心的な役割を担うべき立場にあること
  を認識し、地域の関係者と一体となって、できる限り速やかにシス
  テム構築に取り組む。
・　地域支援事業の充実に対して積極的に対応する。
・　基礎自治体として自助の活用、互助の組織化に努める。

県
　提示したモデルについて、モデル地区を設定してシステム構築の
ための事業を実施し、他の地域にその状況を示して取組を促進さ
せる。

国
　地域包括支援センターが、その役割を十分に果たすことができる
よう、人員・財源確保などの体制整備に十分な支援を行う。

県民
・　自ら健康づくり、介護予防に努め、健康寿命の延伸を目指す。
・　自らの最期の迎え方について考え、周囲にも伝えておく。
・　地域で積極的に支え合いの一員となる。



４．モデル事業の実施 
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モデルの概要 
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モデル 説明

地区医師会モデ
ル

　市町村と地区医師会が中心となって、在宅医療提供体制を整え
るとともに、医療・介護・福祉の関係機関の連携ネットワークの
構築及び、地域包括ケア全体のマネジメント体制の構築を行う。

訪問看護ステー
ションモデル

　医療資源が限られた地域で、訪問看護ステーションが中心とな
り、市町村、地区医師会と連携しながら、ネットワークを構築す
るとともに、地域包括ケア全体のマネジメント体制の構築を行
う。

医療・介護等一
体提供モデル

　医療・介護等を一体提供する法人が、市町村、地区医師会と連
携し、システムの構築を行う。

認知症対応モデ
ル

　認知症に対応した新たな取組を行うなど、認知症対応に重点を
置いてシステムの構築を行う。

単年度モデル
　上記のモデル事業等を実施しない圏域において、医療と介護の
連携等に集中的に取り組む。



地区医師会モデル 
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訪問看護ステーションモデル 
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医療・介護等一体提供モデル 
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認知症対応モデル 
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モデル事業の実施市町村 

 モデル 箇所数 実施市町村 

地区医師会モデル ３か所 安城市、豊川市、田原市 

訪問看護ステーション
モデル 

１か所 新城市 

医療・介護等一体提供
モデル 

１か所 豊明市 

認知症対応モデル １か所 半田市 

単年度モデル 
（26年度のみ） 

３か所 
岡崎市、豊田市、 
北名古屋市 
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モデル事業の３年間の取組 
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１年目
○　関係機関連絡会議、地域ケア会議の開催
○　ＩＣＴを活用した情報共有
○　医療と介護の多職種を対象とした研修等の実施　等

２年目

○　初年度の取組の継続
○　高齢者が介護予防に参加しやすい新たな取組の実施
○　生きがい就労の場の提供等、高齢者の社会参加・生きがい
　 づくりと融合した介護予防の取組の実施
○  低所得・要介護の高齢者の住まいの確保等に向けた取組
   の検討　等

３年目

○　初年度以降の取組の継続
○　地域で不足している生活支援サービスを実施する団体の
   立ち上げの支援
○　低所得・要介護の高齢者の住まいの確保に向けた取組の
　 実施　等



      モデル事業説明会の開催 
 モデル事業を実施する各市の実施計画・取組内容に関する 

説明会を開催した。 

  
○開催日 平成２６年６月３０日（月）         

 

○場  所 愛知県女性総合センター  

       （ウィルあいち） 

 

○出席者 県内市町村職員、医療・ 

       介護・福祉等団体関係者、 

       地域包括支援センター職 

       員等３０３名 
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      モデル事業中間報告会の開催 
 モデル事業を実施する各市の進捗状況に関する中間報告会を
開催した。 

  
○開催日 平成２６年１０月３１日（金）         

 

○場  所 愛知県自治研修所 

 

○出席者 県内市町村職員、医療・ 

       介護・福祉等団体関係者、 

       地域包括支援センター職 

       員等１７２名 
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